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補論 賃金上昇が鈍化する場合の影響試算 

５．で述べたように、春闘の好調な結果にもかかわらず、名目賃金の伸びに

ついては強気一辺倒な見方がされているわけではなく、中には伸びが１％を切

るとする見方もある。本補論では、2023・2024 年度の賃上げが全く期待外れ

の結果となった場合（日本経済研究センター「ＥＳＰフォーキャスト調査」

（2023.5.15）における見通しの最大値と最小値の差だけ名目賃金の伸びが下

振れた、という形で表現）、我が国経済へどの程度の影響が及ぶのかを見るた

めに、マクロモデルでの試算を行った（補論図表）13。その結果、１人当たり

名目賃金の伸びが２年続けて１～２％ポイント程度下振れた場合、名目民間消

費が大きく落ち込み、名目ＧＤＰは２年目で 1.0％ポイント程度低下するとい

う結果となった。 

加えて、賃金の下落は、消費者マインドの悪化を引き起こし、それにより

（家計の購買力低下による分だけではなく）民間消費へ悪影響を与えることが

想像される。マクロモデルの性格上、そのような効果を織り込むことは難しい

が、こうした効果を加味したならば、経済の落ち込みは補論図表の試算よりも

拡大することが想定される14。 

 

補論図表 賃金上昇が下振れた場合の我が国経済への影響（試算） 

 

（注）"p"はポイントの略。数字は、１人当たり名目賃金の伸びが
本図表のとおり低下した場合の試算結果(Ｂ)と、そうでない場
合の試算結果(Ａ)とのかい離率（＝(Ｂ－Ａ)/Ａ×100）。 

（出所）筆者試算による 

 

（内線 75035） 

 
13 試算はマクロモデルによるものであり、結果は幅を持って見る必要がある。 
14 試算に用いたモデルでは、人件費が減少すると、企業収益が押し上げられるが、本試算で

はこうした効果は中立とした。 

１人当たり
名目賃金

名目
民間消費

名目
GDP

１年目 ▲ 1.6％p ▲ 0.3％p ▲ 0.3％p

２年目 ▲ 2.1％p ▲ 1.0％p ▲ 1.0％p
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《要旨》 

本稿では、女性の働き方について、更に非正規雇用に焦点を当てて見

ていく。働く女性は年々増加傾向にあるが、雇用形態別では非正規雇用

の増加が目立ち、最初に正規雇用として就職した女性も、結婚、出産、

育児等との関係から一旦離職し、その後、パートやアルバイト等の非正

規雇用として働くことが多くなる。非正規雇用の女性については、家事

や育児を主に行いつつパートやアルバイトで働く点に着目すると、正規

雇用ではなく専業主婦に近いと考えることもでき、専業主婦世帯の割合

が高い都道府県では女性の非正規雇用割合が高い傾向が見られる。女性

について未婚、有配偶、離婚・死別の区分で見ると、有配偶と離婚・死

別は未婚に比べて非正規雇用割合が高く、また、未婚や離婚・死別では、

非正規雇用であるが仕事が主という女性は少なくないと考えられる。非

正規雇用で働く主な理由としては、例えば、未婚と離婚・死別では正規

の職員・従業員の仕事がない、有配偶では家計の補助・学費等を得たい

等の割合が高いなど、それぞれ異なった特徴が見られる。なお、近年は、

50歳時の未婚割合が男性、女性とも上昇傾向にあるなど、家族の姿につ

いても女性の働き方と同様に多様化してきている。 

 

 

１．はじめに1 

女性の働き方については、拙稿「女性の働き方に関する一考察」2において、

ひととおりの検討を行った。ただ、一口に女性の働き方と言っても、その範囲

は幅広く、前稿では言及できなかった部分も多い。そこで、本稿では、前稿を

補足する意味で、女性の非正規雇用に焦点を当てて見ていくこととしたい。 

 
1 本稿は、2023年５月19日までの公開情報に基づいて執筆している。 
2 参議院事務局企画調整室『経済のプリズム』第223号（2022.5）１頁を参照。 
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本稿での論述の進め方としては、最初に確認の意味も込めて前稿の概要を示

し、その後、女性の非正規雇用について前稿とは少々違った側面から見ていく

こととする。また、近年は、女性の働き方やライフコースなどとともに、家族

の姿についても変化・多様化が見られることもあり3、そうした点についても、

女性の働き方との関連から最後に少々論及することとしたい。 

 

２．女性の働き方に関する概要 

まずは、前稿の確認となるが、女性の働き方について、おおよそのところを

まとめておくこととする。基本的な理解としては、働く女性は年々増加傾向に

あるが、これを雇用形態別に見ると、正規雇用より非正規雇用の増加が目立っ

ており、高校や大学等の卒業後に正規雇用として就職した女性も、結婚、出産、

育児等との関係から離職することが少なくなく、そうした女性が再び働きに出

る際には、パートやアルバイト等の非正規雇用で働くことが多くなるといった

ことが言えよう。 

次頁の図表１は、1980年以降の専業主婦世帯数と共働き世帯数の推移につい

て、図表２は、1988年以降の65歳未満の就業者数とその内訳（正規雇用、非正

規雇用4とその他）及び生産年齢人口5の推移について示したものである。図表

１からは、世帯単位で見れば共働き世帯が増加し、図表２からは、個人単位で

見ても女性就業者が（生産年齢人口は1990年代後半には減少を始めているが）

特に最近では若干ながら増加していることがうかがえる。しかし、雇用者（会

社、団体等の役員を除く）の雇用形態に着目すると、女性では男性に比べると

非正規雇用が多く、女性の非正規雇用者数は、2003年以降、正規雇用者数を上

回っている。 

なお、図表２の「その他」とは、具体的には、内職を含めた自営業主、家族

従業者、雇用者のうちの会社や団体等の役員のことである。特に女性の場合は、

かつては農業、個人商店、町工場等で夫の事業を手伝うほか、内職として働く

こともかなり多かったのではないかということが考えられよう。 

 
3 内閣府「男女共同参画白書」2022年版では、「人生100年時代における結婚と家族～家族の姿

の変化と課題にどう向き合うか～」が特集として組まれている。 
4 正規、非正規を合わせた雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われ

て給料・賃金を得ている者及び会社、団体の役員のことであり、また、雇用形態別で言う正規

雇用とは、会社、団体等の役員を除く雇用者のうち、勤め先での呼称による「正規の職員・従

業員」のこと、非正規雇用とは、会社、団体等の役員を除く雇用者のうち、勤め先での呼称に

よる「パート」や「アルバイト」等のことである（総務省「労働力調査」）。 
5 生産年齢人口とは、一般的に、生産活動の中心となる15歳以上65歳未満の人口のことを言う。 
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図表１ 専業主婦世帯と共働き世帯 

（注）1.いずれも（男性、女性とも）、65歳以上を除く。 

   2.就業者から正規雇用と非正規雇用を除いたものをその他とした。 

   3.正規雇用者数と非正規雇用者数については、2001年以前は総務省「労働力調査特別調査」、2002

年以降は「労働力調査（詳細集計）」による。 

（出所）総務省「労働力調査（基本集計）」、「労働力調査（詳細集計）」及び「労働力調査特別調査」よ

り作成 

（注）1.原資料は、総務省「労働力調査特別調査」（2001年以前）及び「労働力調査（詳細集計）」（2002

年以降）である。 

   2.「専業主婦世帯」とは、2017年以前は夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労働力人口及び

完全失業者）の世帯、2018年以降は夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労働力人口及び失業

者）の世帯である。「共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯である。  

3.2011年は岩手県、宮城県及び福島県を除く。  

（出所）労働政策研究・研修機構ＨＰ「早わかり グラフでみる長期労働統計」（https://www.jil.go.jp

/kokunai/statistics/timeseries/index.html）より作成 
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また、女性の年齢階級別労働力率6について、1982年から2022年までの推移を

10年ごとに折れ線で示したものが図表３である。働く女性と結婚、出産、育児

等との関係では、いわゆるＭ字カーブ（女性の労働力率を縦軸、年齢階級を横

軸として折れ線で結ぶと、多くの女性が結婚、出産、育児等を行う年代で労働

力率が一旦低下し、その後、育児等が一段落すると労働力率が再び上昇するこ

とであり、折れ線の形状がアルファベットのＭのように見えることから、そう

呼ばれる）に言及されることが多い。図表３を見ると、Ｍ字カーブは1982年に

は顕著であるが（20代後半から30代前半にかけての労働力率の落込み幅が最も

大きい）、その後、Ｍ字カーブは徐々に解消されてきており、最新の2022年では、

Ｍ字カーブの完全な解消には至らないものの、労働力率の落込み幅はかつてと

比べるとかなり小さくなくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、次頁の図表４は、図表３の年齢階級別労働力率（そのうち2022年）

について、正規雇用や非正規雇用の割合（いずれも年齢階級別人口に対する割

合である）等の労働力の内訳も加えたものである。これを見ると、女性の正規

雇用の割合は25～29歳の年齢階級で最も高く、それ以降は、前述のように結婚、

出産、育児等との関係を背景として正規雇用の割合が低下し、非正規雇用のウ

エイトが高まっていることがうかがえる。 

 
6 労働力率（労動力人口比率とも呼ばれる）とは、15歳以上の人口のうち労働力人口（就業者

と完全失業者を合わせたもの）の割合である。 

図表３ 女性の年齢階級別労働力率（1982～2022年） 
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（出所）総務省「労働力調査（基本集計）」より作成 
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３．女性の非正規雇用についての更なる検討 

（１）女性の非正規雇用と専業主婦との関係 

ここからは、更に女性の非正規雇用に焦点を当てて見ていくこととする。 

例えば、女性について正規雇用、非正規雇用、専業主婦（無業者）7の３者で

区分する場合は、前出の図表１では、最初に女性を働いているか働いていない

かで区分し、更に図表２では、働いている女性（役員を除く雇用者）を正規雇

用か非正規雇用か区分している。このように見ると、非正規雇用の女性は、論

理的には、働いているという意味で正規雇用に近く、専業主婦とは少々距離が

あると考えることになりそうである。 

しかし、実際のところは、前述のように、結婚や出産等を機に一旦離職した

女性が、その後、再びパートやアルバイトなどの非正規雇用で働くことが多く

なるという側面も見られる。そうした場合、こちらの点を強調すると、非正規

雇用の女性については、パートやアルバイトで働いているが、主に行っている

 
7 専業主婦については、統計上そうした定義があるわけではないが（なお、前出の図表１を参

照）、本稿ではこれ以降、総務省「就業構造基本調査」を念頭に、有業の夫がいる無業の女性

として考えることとする。 
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（注）1.就業者については、正規雇用、非正規雇用、その他に区分し、それぞれの年齢階級別人口に対

する割合を計算している。 

      2.各年齢階級別人口、完全失業者数は「労働力調査（基本集計）」による。就業者数は推計方法の

違いにより「労働力調査（基本集計）」と「労働力調査（詳細集計）」で数値が異なるため、「労

働力調査（詳細集計）」により正規雇用者、非正規雇用者、それら以外の就業者の構成比を計算

し、これを「労働力調査（基本集計）」の就業者の数値に乗じて案分比例した。 

（出所）総務省「労働力調査（基本集計）」、「労働力調査（詳細集計）」より作成 

図表４ 雇用形態等を加味した年齢階級別労働力率（2022年） 

  男性                女性 
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のはどちらかと言えば家事や育児であるという意味で、むしろ専業主婦に近い

と見ることもできるのではなかろうか。すなわち、基本的に家事や育児を行っ

ている専業主婦の女性が、引き続き家事や育児を主に行いつつ、仮に時給が高

い等の条件の良いパートやアルバイトを見つけて働くとすれば非正規雇用とな

るが（その時点で調査があれば非正規雇用の雇用者に区分される）、巡り合わせ

等によってそうしたものが見つからず就業を見送るとすれば専業主婦を続ける

（その時点で調査があれば無業者に区分される）といった見方もできるのでは

ないかということである。 

こうした点について（直接の説明ではないが）、総務省「就業構造基本調査」

（2017）8の都道府県別データから、女性の非正規雇用割合と専業主婦世帯（夫

が有業で妻が無業の世帯）割合の関係について示したものが図表５、また、雇

用形態ではなく仕事が主か家事や育児が主かに着目し、総務省「就業構造基本

調査」（2017）における都道府県別データから、女性の就業状態別に仕事が従の

有業者と無業者の割合9の関係について示したものが図表６である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 総務省ＨＰによれば、最新の「就業構造基本調査」は2022年であるが、結果の公表は2023年

７月とのことである（https://www.stat.go.jp/data/kouhyou/e-stat_shugyou2022.xml）。 
9 総務省「就業構造基本調査」では、就業状態について有業者と無業者に区分し、有業者につ

いては、仕事が主の者と従（家事が通学が主）の者とに区分している。 
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（注）1. 図表５については、横軸は専業主婦世帯（夫が有業で妻が無業の世帯）割合（妻年齢60歳未

満）、縦軸は役員を除く雇用者に占める非正規雇用の割合（60歳未満）である。 

      2. 図表６については、横軸は女性のうち無業者の割合、縦軸は女性のうち仕事が従の有業者の
割合（ともに60歳未満）である。 

      2. Ｘの係数及び定数項の下の()内の数値はｔ値であり、「***」はｔ値が１％の有意水準を満た

すことを示す。また、Ｒ２は決定係数である。 

（出所）総務省「就業構造基本調査」（2017） 

図表５ 女性の非正規雇用割合と専 

業主婦世帯割合の関係 

図表６ 女性について、仕事が従の 

有業者と無業者との関係 
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（出所）総務省「就業構造基本調査」（2017） 
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業主婦世帯割合の関係 

図表６ 女性について、仕事が従の 
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これを見ると、図表５からは、専業主婦世帯の割合が高い都道府県では女性

の非正規雇用割合が高くなり、図表６からは、女性について無業者の割合が高

い都道府県では仕事が従の有業者の割合が高くなるという傾向がうかがえる。

なお、図表５では非正規雇用割合を正規雇用割合に置き換え、図表６では仕事

が従の有業者を仕事が主の有業者に置き換え、それぞれ回帰分析を行うと、専

業主婦世帯の割合の高い都道府県では女性の正規雇用割合が低くなり、無業者

の割合が高い都道府県では仕事が主の有業者の割合が低くなる傾向があるとい

う結果となる（図表については、紙幅の関係もあり割愛する）。 

 

（２）配偶関係別（未婚、有配偶、離婚・死別）に見た女性の働き方 

女性の非正規雇用については、先述のように、１つの側面としては、主に家

事や育児を行っている女性がパートやアルバイトに出て働くことが多いという

見方もできるかと思われるが、そうした状況は、当然ながら、すべての非正規

雇用の女性に当てはまるわけではなく、例えば、（自らも働かなければ）家計に

余裕がない、離婚等によってシングルマザー10となったなどの事情により、現

実には、働かない選択肢はそもそも考えられないという状況も少なくないので

はないかと思われる。 

次頁の図表７は、総務省「労働力調査（詳細集計）」から、2017年、2022年に

おける女性の正規雇用者数と非正規雇用者数、正規雇用割合と非正規雇用割合

について配偶関係別（未婚、有配偶、離婚・死別）に示したものである。なお、

調査年については、最新の2022年とともに、2019年末からのコロナ禍11及び続

けて示す図表８との関係も考慮し、2017年のデータも加えている。また、その

図表８は、総務省「就業構造基本調査」（2017）のデータから、（正規雇用者と

非正規雇用者ではなく）仕事が主の有業者、仕事が従の有業者、無業者（いず

れも60歳未満）について示したものである。 

 
10 シングルマザーの経済状況や労働の実態等については、中囿桐代「シングルマザーの労働実

態とキャリア支援の課題」労働政策研究・研修機構『日本労働研究雑誌』No.750（2023.1）62

頁等を参照。 
11 ただし、2019年末から2020年にかけては、コロナ禍により、経済・雇用情勢が大きく悪化し
ている。産業別では、宿泊業、飲食サービス業、娯楽業（劇場や映画館など）等の産業が大き
な影響を受けているが、これらの産業は、非正規雇用で働く女性が比較的多いという特徴があ
る（拙稿「最近の雇用の状況について」参議院事務局企画調整室『経済のプリズム』第201号
（2021.7）１頁を参照）。ただ、コロナ禍では雇用調整助成金の特例措置等の様々な支援も行
われ、女性15～64歳の完全失業率は、2019年の2.3％から2020年には2.7％へと悪化した後、2022
年には2.5％へと改善している（総務省「労働力調査」）。なお、コロナ禍の経済や雇用に対す
る影響については、例えば、厚生労働省「労働経済の分析」（2021）において（テーマは、新
型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響）、詳細な分析がまとめられている。 
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まず、図表７について見ると、基本的な傾向としては、未婚の場合には正規

雇用者数が非正規雇用者数に比べて多く（正規雇用割合が高く）、これとは対照

的に、有配偶又は離婚・死別の場合には非正規雇用者数が正規雇用者数に比べ

て多く（非正規雇用割合が高く）なっていることが分かる。この背景としては、

女性の場合には結婚や出産に際して離職することが少なくなく、そうした女性

が再び働き出す場合には非正規雇用として働くことが多くなるということとの

関係がうかがえよう。ただ、有配偶、離婚・死別の女性についても、正規雇用

にはかなりのウエイトがあり、2022年は有配偶では40.1％、離婚・死別では

41.4％となっている。なお、図表７の離婚・死別については、年齢での区分は

されていないため（図表８は60歳未満）、夫に先立たれた高齢の女性が働いてい

図表７ 配偶関係別に見た正規雇用者数、非正規雇用者数及びその割合 

（注）正規雇用割合、非正規雇用割合は、役員を除く雇用者に占める割合である。 

（出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成 

正規雇用者数と非正規雇用者数    正規雇用割合と非正規雇用割合 

① 2022年 

② 2017年 
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図表８ 配偶関係別に見た女性の就業状態及びその割合（2017年） 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

離婚・死別

有配偶
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（万人）仕事が主の有業者 仕事が従の有業者 無業者
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有配偶
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仕事が主の有業者 仕事が従の有業者 無業者
（％）

（注）仕事が主の有業者、仕事が従の有業者、無業者のいずれも、60歳未満である。 

（出所）総務省「就業構造基本調査」（2017） 

有業者数、無業者数         有業者割合、無業者割合 
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る場合なども含まれていることが考えられる。 

また、図表８については、図表７と異なり無業者が含まれているが、仮に図

表８において無業者を除いて考えるとすると、未婚や離婚・死別では仕事が主

の有業者の割合がかなり高くなり、有配偶でも仕事が主の有業者は仕事が従の

有業者より割合が高くなる（当然ながら、その数としても多くなる）ことが分

かる。そのため、特に未婚の女性や離婚・死別の女性については、図表７では

非正規雇用に当たるとしても、図表８においては仕事が主の有業者に当たる場

合が少なくないということも言えるかと思われる。なお、非正規雇用で仕事が

主の場合の具体的なイメージとしては（かなりの部分は筆者の想像であるが）、

例えば、最初の就職で正規雇用の仕事に就けずやむを得ず非正規雇用として働

く比較的若い女性12、夫との離婚等の後に子供を育てるシングルマザーなどの

場合が考えられよう。ただ、これら以外にも、家計には比較的余裕があるが子

供が（大学に入学するなど）大きくなったので家事よりも仕事が中心となって

いるなど、様々な場合が想定できるかと思われる。 

 

（３）女性の配偶関係別に見た非正規雇用で働く主な理由 

非正規雇用の女性について、図表７、図表８と同様に未婚、有配偶、離婚・

死別の区分で、非正規雇用として働く理由も見ておくこととしたい。次頁の図

表９は、総務省「労働力調査（詳細集計）」から、2022年と2017年における女性

の非正規雇用として働く主な理由別の内訳を示したものである。 

図表９を見ると、未婚、有配偶、離婚・死別のいずれも、自分の都合のよい

時間に働きたいという割合が基本的に高いことが分かる。しかし、これ以外で

は異なる点も多く、例えば、未婚と離婚・死別では、正規の職員・従業員の仕

事がない（不本意非正規雇用）という割合が高く、また、有配偶については、

家計の補助・学費等を得たい、家事・育児・介護等と両立しやすいという割合

が高くなっている。なお、離婚・死別についても、家事・育児・介護等と両立

しやすいという割合がやや高くなっているが、この点については、正規雇用よ

り非正規雇用の方が良いという意味での積極的な選択というより、例えば、シ

ングルマザーで子供がまだ小さいなどの場合には、収入面を考慮すると正規雇

用で働きたいが子供の関係からフルタイムでは働けない、育児にも十分配慮し 

 
12 図表８において、未婚で無業者の女性については、そのかなりの部分は、10代から20代前半
の通学している者、すなわち、学生によって占められている。 
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てくれる正規雇用の仕事が理想だが、そうしたものは実際にはなかなか見つか

らないなどの背景・事情が考えられよう。 

なお、2022年と2017年を時系列的に比較すると、未婚、有配偶、離婚・死別

のいずれにおいても、自分の都合のよい時間に働きたいという割合は上昇して

おり、正規の職員・従業員の仕事がないという割合は低下している。この背景

としては、１つには、最近ではコロナ禍にあっても女性の正規雇用が増加傾向

であり（少々分かりにくいが図表２を参照）、正規雇用の求人も増加してきたと

いうこと13が挙げられるのではないかと思われる。 

 

４．おわりに～家族の姿の変化なども踏まえて～ 

これまでのところをまとめると、次のように言えよう。①働く女性は年々増

加傾向にあるが、雇用形態別では非正規雇用の増加が目立ち、最初に正規雇用

 
13 こうした状況については、拙稿「最近の雇用の状況について」参議院事務局企画調整室『経

済のプリズム』第 201号（2021.7）１頁（前掲注 11）を参照。 
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自分の都合のよい時間に働きたいから 家計の補助・学費等を得たいから 家事・育児・介護等と両立しやすいから
通勤時間が短いから 専門的な技能等をいかせるから 正規の職員・従業員の仕事がないから
その他

（％）
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③ 離婚・死別 

 

（出所）総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成 

図表９ 女性の非正規雇用として働く主な理由別の内訳 
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として就職した女性も、結婚、出産、育児等との関係から一旦離職し、その後、

パートやアルバイト等の非正規雇用として働くことが多くなる。②非正規雇用

の女性については、家事や育児を主に行いつつパートやアルバイトで働く点に

着目すると、正規雇用ではなく専業主婦に近いと考えることもでき、専業主婦

世帯の割合が高い都道府県では女性の非正規雇用割合が高い傾向が見られる。

③女性について未婚、有配偶、離婚・死別の区分で見ると、有配偶と離婚・死

別は未婚に比べて非正規雇用割合が高く、また、未婚や離婚・死別では、非正

規雇用であるが仕事が主という女性は少なくないと考えられる。④非正規雇用

で働く主な理由としては、例えば、未婚と離婚・死別では正規の職員・従業員

の仕事がない、有配偶では家計の補助・学費等を得たい等の割合が高いなど、

それぞれ異なった特徴が見られる。 

なお、最近では、こうした働き方やライフコースだけではなく、家族の姿に

ついても同様に多様化してきており、近年では、例えば、結婚しても子供は持

たない選択（ＤＩＮＫｓ14）、そもそも結婚しない選択を考える女性も出てきて

いる15。本稿の最後に、そうした状況についても見ておくこととしたい。 

次頁の図表10は、国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」から、

女性の理想ライフコースと予想ライフコース（なお、ライフコースのうち、Ｄ

ＩＮＫｓコースと非婚就業コース以外のものは割愛した）について、また、図

表11は、同研究所「人口統計資料集」（2023改訂版）から、男性と女性の50歳時

の未婚割合（生涯未婚率）について示したものである。 

図表10を見ると、予想ライフコースのうち非婚就業コースの割合が大きく上

昇傾向となっており、自らの将来の結婚についてさほど肯定的ではない、ある

いは楽観的に考えていない女性が多くなってきていることがうかがえるかと思

われる。また、理想ライフコースに着目すると、2015年以前は非婚就業コース、

ＤＩＮＫｓコースともに、ほぼ横ばいのように（あるいは、わずかに増加傾向

にも）見えるが、2021年調査では、非婚就業コース、ＤＩＮＫｓコースのいず

れも前回2015年の調査に比べて割合が上昇しており、結婚しない選択や子供を

持たない選択についても肯定的に考える女性がやや増加したことがうかがえそ

うである。他方で、図表11に示された50歳時の未婚割合については、男性、女 

 
14 ＤＩＮＫｓとは、Double Income No Kidsの略で、共働きで子供を意図的に持たない夫婦の

ことを言う。 
15 なお、現実には、男性、女性を問わず、子供がほしい又は結婚したいが、そのための経済的

余裕がないということも考えられる。ただ、この点については、貧困、あるいは少子化の議論

とも関係するところであり、いずれ別稿にて検討することとしたい。 
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性とも長期的に上昇傾向にあり、特に近年では、その傾向が顕著になってきて

いると見ることもできよう。 

以上のように、近年は、女性の働き方やライフコースとともに、家族の姿に

ついても多様化が進行していることが考えられる。これらの変化が我が国の社

会・経済に及ぼす影響については更なる検討・研究が必要かと思われるが、本

稿においては、紙幅の関係や本稿のテーマから離れるということもあり、今後

の課題とすることとしたい。 

（内線 75044） 
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（注）1.理想ライフコースとは、理想とするライフコースのこと、予想ライフコースとは、実際になり

そうだと考えるライフコースのことである。 

   2.非婚就業コースとは、結婚せず仕事を続けること、ＤＩＮＫｓコースとは、結婚するが子ども

は持たず仕事を続けることである。なお、これら以外のコースについては割愛した。 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（図表10）及び「人口統計資料集」（2023

改訂版）（図表11）より作成 

図表10 女性のライフコース          図表11 50歳時の未婚割合 
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